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阪神大震災の取材メモから 

 

０７／０２／０９ ＭＢＳ 大牟田智佐子 

 

【中越地震との違いについて】 

年末、中越の被災地で取材して も驚いたのは 

「孤独な高齢者がほとんどいない」こと。 

多くは親子同居。たとえ一人暮らしでも、地域の友達や少し離れたところに 

いる子どもがなにかと面倒をみてくれる。孤独死も極端に少ない。 

阪神大震災の被災地を始め、都市にはそういう地縁がない人があまりにも多い。 

 

【高齢者について】 

災害救助法に沿って「避難所→仮設→復興住宅」という道筋をたどり 

当時の厚生省が「高齢者優先」を指示したため 

高齢者だらけの住宅があちこちにできた（と理解している）。 

２度、３度転居を繰り返す間に、かろうじてつながっていた人たちとも離れ 

孤独に。その後生きがいをなくし、精神的ストレスから 

体調不良を起こしている高齢者も多い。 

 

→ （中越では地域でまとまって仮設に入居し、精神的支えがある） 

  （阪神のときにはなかった介護保険の利用者は、 

中越ではケアマネが把握していたので安否確認がスムーズだった） 

 

都会で高齢者が一からコミュニティを築くのはほぼ不可能。 

ボランティアがひとりひとりとつながっていく必要があるが、 

１２年でボランティアも疲弊。会社員など本職のある人が 

手弁当で見守り活動をしているところも多く、ボランティアも高齢化し心細い。 

兵庫県では「高齢者ひろば」という取り組みが始まったが 

今年大量退職を迎える団塊の世代が少しずつ時間を割く、 

お茶をのみに立ち寄るスペースを提供するなど、 

うまく活用する方法が必要ではないか。 
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【二重ローン】 

震災直後は「新しい家でがんばろう」と元気だった５０歳前後の 

普通のサラリーマンが、１０年以上たって生活苦を感じ始めている。 

ローン返済は７３歳までとか、ひどい人は８３歳まで。 

５０歳の男性会社員は「年金は６５歳からなのに、６０歳定年を迎えたら 

二重ローンは払えない。退去するしかない」と話した。 

このような人が被災地でいっせいに自己破産したらどうなるのだろう。 

二重ローンの実態については「当時の大蔵省の推計」が 

島本慈子著『倒壊』（ノンフィクション）にあるだけで 

くわしい追跡調査はなし。 

中間所得層は、線引きによってどの支援からももれてしまう。 

台湾は、公的資金を投入して滅失した住宅のローンを棒引きにしたというが 

これも条件がつけられ、住宅政策として機能したかどうかは不明。 

兵庫県の住宅共済が現実的だが、加入率が５％前後で効果は見えない。 

 

【被災マンション再建】 

被災地にあった２０００棟の分譲マンションのうち、 

解体されたのはおよそ１００棟。しかし本当に解体が必要だったのは 

２０棟あるかないかだったと指摘する専門家もいる。 

「期限付きの公費解体」が、マンションの取り壊しを促進したのは否めない。 

夢のような資金計画（増床でもうかるかも・・・など）が破綻した結果、 

１２年たっても再建工事に取りかかれていないマンションもある。 

分譲マンションでは被害だけが建て替えの判断基準にはならないが 

（資産価値なども）、１００世帯以上が住むなど大規模マンションでは、 

住民合意に至るのが難しかった傾向があると思う。 

「壊しすぎ」を繰り返さないためには以下のことが必要だと感じた。 

① 建て替え円滑化促進法だけでなく、補修の円滑化も視野に入れた制度を。 

② 被害の判定基準の周知徹底を。応急危険度判定、罹災証明、被災度区分判

定の違いと役割を一般に知らせる。また、地震後は被災度区分判定をもっ

と簡単に受けられるようにならないものだろうか。 

★ なおここでいう「マンション」は区分所有のみ。 

賃貸住宅や公団については「分譲と比べて耐震性に差がある」といわれ 

くわしい調査を知らない。 
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【まちの復興】 

「まちに人が戻る」ことは復興のひとつの指針である。 

阪神でもっとも回復が遅いのが長田区をはじめとする西部地域。 

中でも復興が遅いのは 

① 借地・借家の権利関係が複雑な地域。 

震災直後の法律相談も不動産の権利関係が も多かった。 

② 職住接近もしくは職住一致の地域。 

仕事場も住宅も失い再建が困難。 

だと推測される。 

ただ、まちに戻った人の内訳は、長田区のある地区（御蔵）では３割ほどが 

新たな住民。災害の記憶を共有できず、まちづくりがうまく進まない。 

まちづくり活動で注目され、過去の「防災まちづくり大賞」を受賞した 

長田区御蔵通りの町づくり協議会も、この歪がたまって 

震災１２年の直前に解散してしまった。 

 

【区画整理】 

神戸の東部地域で 後まで区画整理でもめた地区がある。 

震災前は「ほどほどの付き合い」がある 

「中くらいの金持ち」が住む地域だった。住民は「住みやすい」と話していた。 

しかし減歩や換地など、財産に直接関与し「損得」が見える形で現れる事業は 

住民のつながりを壊す。 

震災直後は「区画整理反対！」で全員がまとまっていたが、 

実は学生運動の不完全燃焼を抱えていた団塊の世代が「運動のための運動」を 

展開しただけ。いつまでも反対していては住宅再建ができないと気づき 

区画整理を現実的に推進する住民が現れると、一気にコミュニティが崩壊。 

推進派とみなされた住民たちはポストに鳥の死骸を入れられたり、 

庭にネコの死骸を投げ入れられたり、怪文書をまかれたりした。 

反対運動をしていた人たちはさっさと市に土地を売って出て行った。 

住宅の再建が終わったのに、今もこの地域では挨拶もできない、 

回覧板も途中で消滅する、という関係が続いている。 

 

（下町はまちづくりで火花を散らしても、もともとの人間関係があったため 

ダメージはそこまでひどくなかった） 
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【震災障害者】 

大震災では「命があるだけまし」と、けが人は忘れられていく。 

阪神大震災では震災１２年を前にようやく「震災障害者」が声をあげ始めた。 

今も後遺症を負っている人がどれほどいるのか、調査はない。 

けが人は１万人だったが、「重傷者」（両手両足切断や両目失明など）として 

見舞金を受け取ったのは６１人。 

また、自治体は「けが人のケア」の窓口を作らなかった。 

あったのは「こころのケア」の窓口。 

その後、障害が残った人は通常の身体障害者や精神障害者としての 

福祉を受けているが（障害者手帳の申請には障害を負った原因を書く欄がない）、 

住宅に被害を受けた世帯主が震災で障害を負うと、生活再建が厳しくなる。 

災害見舞金の至急基準の見直しや医療費の補助など、 

なんらかの支援が必要では。 

 

★ 阪神の被災地では、「震災の復興にまつわる問題」なのか 

「今の社会・経済情勢にまつわる問題」なのか区別がつかなくなっている。 

しかし災害では明らかに内在化していた問題が促進される。 

今後は高齢社会の問題と格差の問題が深刻になるのでは。 

阪神の被害は明らかに所得層に比例していたし、復興のスピードも 

それに比例している。 

 

                                           



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


